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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　告　示� 所管課（室）名　

　○長崎県地域振興部関係補助金等交付要綱の一部改正� 地域づくり推進課

・�有害図書類の指定� こ ど も 未 来 課

・�令和４年度第１回地方臨時種畜検査の実施� 畜 産 課

・�道路の区域変更（３件）� 道 路 維 持 課

・�道路の供用開始� 〃

◎　公　告

・�土地改良区の役員の就退任（４件）� 農 村 整 備 課

◎　教育委員会規則

　○教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則� 教 職 員 課

長崎県告示第549号

　長崎県地域振興部関係補助金等交付要綱（平成23年長崎県告示第456号）の一部を次のように改正し、令和４

年度の予算に係る補助金等から適用する。

　　令和４年８月19日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）
　地域づくり推進課関係

別表（第２条関係）
　地域づくり推進課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

１～６　略 １～６　略

７ 地域産
業雇用
創 出
チャレ
ンジ支
援事業
補助金

人口減少
対策をは
じめ地域
課 題 の
解決に向
け、地場
産業の振
興に資す
る雇用拡
大や、Ｕ
Ｉターン
者などに
よ る 創
業、就業

次に掲げる事業に要
する経費
　移住支援事業
　�　 市 町 が 実 施 す

る、東京23区に居
住若しくは通勤す
る者で長崎県へ移
住し、かつ、次の
いずれかの要件を
満たす者の転居に
伴う経費等を補助
する事業に要する
経費

　ア�　県が指定する

　略 　略

７ 地域産
業雇用
創 出
チャレ
ンジ支
援事業
補助金

人口減少対
策をはじめ
地域課題の
解 決 に 向
け、地場産
業の振興に
資する雇用
拡 大 や、
ＵＩターン
者などによ
る創業や就
業を支援す
ることによ
り、それら

次に掲げる事業に要
する経費
　移住支援事業
　�　 市 町 が 実 施 す

る、東京23区に居
住若しくは通勤す
る者で長崎県へ移
住し、かつ、次の
いずれかの要件を
満たす者の転居に
伴う経費等を補助
する事業に要する
経費

　ア�　県が指定する

　略 　略

　　　　目　　　　　次

　　　　告　　　　　示
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又は事業
拡充を支
援するこ
と に よ
り、それ
らの人財
の活動を
通じ、地
域振興を
図るとと
もに、本
県への移
住・定住
を促進す
ることを
目的とす
る。

　　�県内の企業へ就
職した者

　イ�　 プ ロ フ ェ ッ
ショナル人材事
業又は先導的人
材マッチング事
業を利用して県
内の企業へ就職
した者

　ウ�　テレワークに
より移住元での
業務を引き続き
行う者

　エ�　関係人口とし
て市町が個別に
認めた者

　オ�　創業支援事業
を活用し、創業
した者

　創業支援事業
　�　補助対象者が実

施する創業支援事
業の支援金原資及
び支援金支給事務
等に要する経費

�　事業拡充支援事
業

　�　新たに雇用を創
出する次の事業を
実施する者に対し
て、市町が実施す
る事業拡充支援事
業に要する経費

　�　補助対象者が実
施する事業拡充事
業支給対象者の公
募、審査、決定、
検査等に要する附
帯事務費

　ア�　地域産業の振
興 に 資 す る 事
業、地域課題の
解決に資する事
業又は地域貢献
に資する事業

　イ�　特に知事が認
める事業

　略

�　２分
の１以
内

　略

�　市町

の 人 財 の
活 動 を 通
じ、地域振
興を図ると
ともに、本
県 へ の 移
住・定住を
促進するこ
とを目的と
する。

　　�県内の企業へ就
職した者

　イ�　 プ ロ フ ェ ッ
ショナル人材事
業又は先導的人
材マッチング事
業を利用して県
内の企業へ就職
した者

　ウ�　テレワークに
より移住元での
業務を引き続き
行う者

　エ�　関係人口とし
て市町が個別に
認めた者

　オ�　創業支援事業
を活用し、創業
した者

　創業支援事業
　�　補助対象者が実

施する創業支援事
業の支援金原資及
び支援金支給事務
等に要する経費

　略 　略

　交通政策課関係 　交通政策課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

１～６　略 １～６　略

７ 長崎県
航空機
購入費
補助金

離島の空
港の効率
的な利用
及び整備
を図り、
離 島 に
おける住
民の福祉
の向上に
資する。

次に掲げる経費
�　県内の離島の航

空路線に就航する
特別会計に関する
法律（平成19年法
律第23号）附則第
259条の５第２項
に規定する航空機
等の減価償却費に
要する経費

�　航空
機等の
購入に
要する
経費の
1 0 0 分
の45以
内の金
額（令
和元年
６月24
日付で
国から
交付決

略 ７ 長崎県
航空機
購入費
補助金

離島の空港
の効率的な
利用及び整
備を図り、
離島におけ
る住民の福
祉の向上に
資する。

次に掲げる経費
�　県内の離島の航

空路線に就航する
特別会計に関する
法律（平成19年法
律第23号）附則第
259条の５第２項
に規定する航空機
等の減価償却費に
要する経費

�　航空
機等の
購入に
要する
経費の
1 0 0 分
の35以
内の金
額を、
減価償
却期間
で按分
したう
ち当該

略
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　略

　�定を受
けた航
空機は
1 0 0 分
の 3 5
以内の
金額）
を、減
価償却
期間で
按分し
たうち
当該年
度に相
当する
金額か
ら、運
航費補
助金の
補助対
象に係
る経費
を除い
た額

　略 　略

　�年度に
相当す
る金額
から、
運航費
補助金
の補助
対象に
係る経
費を除
いた額

　略

８～18　略 ８～18　略

19 長崎県
公共交
通機関
環境整
備等支
援事業
補助金

公共交通
機関が社
会経済活
動に必要
不可欠で
あること
から、ポ
スト・コ
ロナ時代
を見据え
た地域公
共交通の
活性化及
び継続を
図る事業
に対する
支援を実
施する。

�　国が定める地域
公共交通確保維持
改善事業費補助金
交付要綱附則（令
和４年２月18日国
総地第63号、国鉄
事 第632号、 国 自
旅 第468号、 国 海
内 第275号、 国 空
事第1317号）第８
条及び訪日外国人
旅行者受入環境整
備緊急対策事業費
補助金交付要綱附
則（ 令 和 ４ 年 ２
月 ８ 日 国 総 地 第
58号、 国 総 モ 第
76号、 国 総 物 第
82号、 国 鉄 総 第
358号、国鉄都第
141号、国鉄事第
612号、国鉄施第
316号、国自旅第
448号、国海内第
253号、国海外第
367号、国港総第
587号、国空総第
1064号、観観産第
319号、観参第623
号）第７条におい
て準用する第31条
による補助金の交
付決定（以下「国
庫補助金の交付決
定」という。）を
受けている場合、
公共交通事業者に
おける感染症拡大
防止対策のための
設備等（以下「感

�　感染
症拡大
防止対
策 設
備の導
入等に
ついて
は、補
助対象
経費の
５分の
３以内
の額か
ら国庫
補助金
額を控
除した
額

　�　デジ
タル化
等につ
い て
は、補
助対象
経費の
５分の
４以内
の額か
ら国庫
補助金
額を控
除した
額

一般乗合
旅客自動
車運送事
業 を 営
む者のう
ち、路線
定期運行
事業者
一般貸切
旅客自動
車運送事
業を営む
者
一般乗用
旅客自動
車運送事
業者（福
祉輸送事
業限定を
除く。）
第一種鉄
道事業者
軌道運輸
事業者
一般旅客
定期航路
事業者
本邦航空
運送事業
者（特定
本 邦 航
空運送事
業者を除
き、主に
離島や同
一都道府
県内に係
る航空路
線を運航
する航空
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　�染症拡大防止対策
設備」という。）
の導入等及び地域
公共交通のデジタ
ル化・システム化
（以下「デジタル
化等」という。）
に要する経費

�　国庫補助金の交
付決定を受けてい
ない場合であって
も、感染症拡大防
止対策設備として
その有効性が認め
られる事業（空気
清浄機等の第三者
機関による効果検
証・結果のあるも
のに限る。）又は
ポスト・コロナ時
代を見据えたデジ
タル化等の利用促
進策等に要する経
費

�　感染
症拡大
防止対
策 設
備とし
てその
有効性
が認め
られる
事業に
ついて
は、２
分の１
以内

　�　ポス
ト・コ
ロナ時
代 を
見据え
たデジ
タル化
等の利
用促進
策等に
ついて
は、10
分の７
以内

運送事業
者 に 限
る。）
航空旅客
ターミナ
ル施設を
管理する
者

20 長崎県
公共交
通事業
継続緊
急支援
事業支
援金

新型コロ
ナウイル
ス感染症
の影響に
よる運送
収入の減
少及び燃
料費高騰
の影響に
よる経費
の増加に
伴い、厳
しい経営
環境にあ
る公共交
通事業者
等に対し
て、事業
の継続に
繋げるた
めの支援
金を交付
する。

�　路線バス事業者
にあっては、乗合
バス（11人乗り以
上 ） １ 台 あ た り
240千円とし、主
に長崎県内の路線
で事業を実施する
ために運行する台
数を乗じた額とす
る。

�　貸切バス事業者
にあっては、貸切
バ ス １ 台 あ た り
210千円とし、長
崎県内で保有する
台数を乗じた額と
する。

�　 鉄 道 事 業 者 に
あっては、車両１
両あたり950千円
とし、長崎県内で
事業を実施するた
めに運行する車両
数を乗じた額とす
る。

令和４年
７月１日
時点で事
業 に 使
用する台
数、車両
数、隻数
及び機数
を基準と
する10分
の10以内
の額。た
だし、予
算の範囲
内におい
て定める
額を限度
額 と す
る。

�　一般
乗合旅
客自動
車 運
送事業
を営む
者のう
ち、路
線定期
運行事
業者

�　一般
貸切旅
客自動
車運送
事業者

�　第一
種鉄道
事業者
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�　 軌 道 事 業 者 に
あっては、車両１
両あたり100千円
とし、長崎県内で
事業を実施するた
めに運行する車両
数を乗じた額とす
る。

�　 航 路 事 業 者 に
あ っ て は、 カ ー
フェリー１隻あた
り23,000千円、20
トン以上の旅客船
１隻あたり11,200
千円、20トン未満
の 旅 客 船 １ 隻 あ
た り1,450千 円 と
し、主に長崎県内
の航路で事業を実
施するために運航
する隻数を乗じた
額とする。また、
航路事業者のうち
一部事務組合につ
いては、算出した
額に２分の１を乗
じた額とする。た
だし、隻数につい
ては、ドック時の
代 船 を 除 き、 ま
た、長崎県から航
路の一部又は全部
に関わらず航路運
営費等補助を受け
ている航路に使用
する船舶を除くこ
ととする。

�　航空路事業者に
あっては、航空機
１機あたり89,300
千円とし、長崎県
内で保有する機体
数を乗じた額とす
る。

�　タクシー事業者
にあっては、タク
シー１台あたり50
千円とし、長崎県
内で保有する台数
（新型コロナウイ
ルスによる急激な
需要低下に伴う休
車の特例措置を受

�　軌道
運輸事
業者

�　一般
旅客定
期航路
事業者

�　本邦
航空運
送事業
者（特
定本邦
航 空
運送事
業者を
除き、
主に離
島や同
一都道
府県内
に係る
航空路
線を運
航する
航空運
送事業
者に限
る。）

�　一般
乗用旅
客自動
車 運
送事業
者（福
祉輸送
事業限
定を除
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　�け た 車 両 を 含
む。）を乗じた額
とする。ただし、
次に示す車両は除
く。

　ア　福祉対象車両
　イ�　特定地域及び

準特定地域にお
ける一般乗用旅
客自動車運送事
業の適正化及び
活性化に関する
特別措置法（平
成21年法律第64
号）に基づく営
業方法の制限を
行っていた車両
で、新型コロナ
ウイルスによる
急激な需要の低
下に伴う休車の
特例措置による
臨時休車に移行
させた車両

�　自動車運転代行
事 業 者 に あ っ て
は、随伴用自動車
１台あたり40千円
とし、長崎県内で
保有する台数を乗
じた額とする。

　く。）

�　自動
車運転
代行事
業者

長崎県告示第550号

　長崎県少年保護育成条例（昭和53年長崎県条例第17号）第４条第１項の規定により、有害図書類として、次の

ように指定する。

　　令和４年８月19日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

号数等 書　　　　　名 発　行　所 指　定　理　由

雑誌 実話ナックルズ�ＧＯＬＤ�Vol.27 大洋図書 著しく少年の性的感情を刺激

し、粗暴性若しくは残虐性を

助長し、又は自殺若しくは犯

罪を誘発し、その健全な育成

を阻害すると認められるため。

雑誌 実話ナックルズ�ウルトラ�VOL.20 大洋図書

雑誌 実話ナックルズ�ＳＰＥＣＩＡＬ�2022夏 大洋図書

雑誌 臨時増刊ラヴァーズ VOL.26 大洋図書

雑誌 まさかの芸能界ＳＥＸＹハプニング総決算！ ブレインハウス

雑誌 ＥＸ 特ダネＮＧ ＳＨＯＴ  インテルフィン

雑誌
芸能お宝最新特報ＢＵＺＯＯＯＯＯＮ！！！

VOL.6
インテルフィン

雑誌 特ダネＴＡＢＯＯ！夏直前ポロリ号 インテルフィン

コミック８月号 恋愛Ｌｏｖｅ�ＭＡＸ�2022.8月号 秋田書店
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※�　上記の外、長崎県少年保護育成条例第４条第３項第１号に規定する「書籍又は雑誌で、全裸、半裸若しくは

これらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵

で規則で定める内容を有するものを掲載する紙面（表紙を含む。）のページ数が、当該書籍又は雑誌の総ペー

ジ数の３分の１以上を占めるもの」に該当するものは、有害図書類（包括指定）である。

長崎県告示第551号

　家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第４条第１項第２号の規定により、令和４年度第１回地方臨時種畜

検査を次のとおり実施する。

　　令和４年８月19日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

検査月日
場　　　　　所

市　　町 位　　置

９月９日 平戸市 長崎県肉用牛改良センター

長崎県告示第552号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和４年８月19日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類　一般県道

路　線　名　俵ヶ浦日野線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

佐世保市庵浦町520番４地先から

佐世保市庵浦町524番１地先まで

前 7.3～12.1 52.5

後 12.0～25.6 52.5

長崎県告示第553号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和４年８月19日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類　一般県道

路　線　名　千綿渓線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

東彼杵郡東彼杵町八反田郷字大平1655番１地先から

東彼杵郡東彼杵町八反田郷字大平1657番地先まで

前 5.1～15.0 153.8

後 12.6～56.1 153.8
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長崎県告示第554号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和４年８月19日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類　主要地方道

路　線　名　佐々鹿町江迎線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

佐世保市小佐々町矢岳165番１地先から

佐世保市小佐々町矢岳165番１地先まで

前 12.9～15.3 29.0

後 13.6～18.5 29.0

長崎県告示第555号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び島原振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和４年８月19日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般国道

251号

南島原市北有馬町己字新田685番１地先から

南島原市北有馬町己字新田685番１地先まで
令和４年８月19日

　　　土地改良区の役員の就退任（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、山川内土地改良区から次のとおり役員の就

退任の届出があった。

　　令和４年８月19日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

就　　任　　役　　員

監　　　　事

退　　任　　役　　員

監　　　　事

生　田　秀　次 西彼杵郡時津町左底郷26番地 別　頭　繁　昭 西海市西彼町小迎郷2176番地

　　　土地改良区の役員の就退任（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、山端土地改良区から次のとおり役員の就退

任の届出があった。

　　令和４年８月19日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　　　　公　　　　　告
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就　　任　　役　　員

理　　　　事

退　　任　　役　　員

理　　　　事

氏　名 住　所 氏　名 住　所

垣　深　　　等 五島市吉田町3091番地 出　口　源　次 五島市吉田町3098番地７

水　戸　寿　志 五島市吉田町2912番地13 佐々野　定　武 五島市吉田町3402番地２

平　田　伴　次 五島市高田町1729番地 梶　山　三千利 五島市高田町2141番地３

木　場　善四郎 五島市高田町645番地 蓮　本　亀　之 五島市高田町647番地

川　口　　　勇 五島市堤町1267番地 下　村　真　一 五島市堤町1428番地１

島　　　俊　明 五島市吉田町706番地１ 寺　脇　丈　敏 五島市吉田町1407番地１

谷　川　としみ 五島市吉田町2562番地１ 横　山　忠　司 五島市吉田町2324番地３

松　本　清　治 五島市吉久木町1160番地１ 出　口　　　傳 五島市籠淵町2193番地４

田　中　　　繁 五島市上大津町732番地 佐々木　信　一 五島市上大津町722番地１

小　村　卯一郎 五島市大荒町1356番地 山　口　利　治 五島市松山町569番地１

就　　任　　役　　員

監　　　　事

退　　任　　役　　員

監　　　　事

松　本　　　覚 五島市高田町1751番地１ 水　戸　久　俊 五島市吉田町3568番地２

橋　詰　好　廣 五島市吉田町1377番地 平　田　三　義 五島市堤町1175番地４

梁　瀬　政　明 五島市吉田町2914番地10 田　中　正　實 五島市上大津町770番地

　　　土地改良区の役員の就退任（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、寺脇土地改良区から次のとおり役員の就退

任の届出があった。

　　令和４年８月19日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

就　　任　　役　　員

監　　　　事

退　　任　　役　　員

監　　　　事

氏　名 住　所 氏　名 住　所

谷　口　久　次 五島市岐宿町松山201番地 谷　川　倉　富 五島市岐宿町松山625番地１

　　　土地改良区の役員の就退任（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、富江土地改良区から次のとおり役員の就退

任の届出があった。

　　令和４年８月19日

� 長崎県知事　大石　賢吾　
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就　　任　　役　　員

理　　　　事

退　　任　　役　　員

理　　　　事

氏　名 住　所 氏　名 住　所

田　中　宏　幸 五島市富江町富江638番地 中　島　正　光 五島市富江町職人376番地

草　野　俊　郎 五島市富江町富江９番地１ 向　井　正　和 五島市富江町狩立549番地１

出　口　光　秀 五島市富江町岳685番地２ 出　口　光　秀 五島市富江町岳685番地２

田　橋　正　充 五島市富江町富江108番地31 田　橋　正　充 五島市富江町富江108番地31

塩　竃　健　一 五島市富江町松尾302番地 塩　竃　健　一 五島市富江町松尾302番地

新　井　真　二 五島市富江町山下181番地 川　元　秀　勝 五島市富江町岳1820番地５

就　　任　　役　　員

監　　　　事

退　　任　　役　　員

監　　　　事

田　原　和　行 五島市富江町松尾1064番地４ 田　原　和　行 五島市富江町松尾1064番地４

福　田　卓　雄 五島市富江町山下376番地４ 新　井　真　二 五島市富江町山下181番地

川　口　正　行 五島市富江町山下649番地 川　口　正　行 五島市富江町山下649番地

　教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和４年８月19日

� 長崎県教育委員会教育長　中﨑　謙司　

長崎県教育委員会規則第12号

　　　教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則

　教育職員免許状に関する規則（平成元年長崎県教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（出願書類の特例）

第�27条　出願者は、授与権者が認めた場合に限り、第16条

から第26条までに定める書類の一部の提出を省略又は類

似する書類の提出に代えることができる。

第28条～第36条　略 第27条～第35条　略

　　　　教育委員会規則
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様式第12号（第28条関係）

　略

様式第13号（第28条関係）

　略

様式第14号（第29条関係）

　略

様式第15号（第30条関係）

　略

様式第16号（第30条関係）

　略

様式第17号（第32条関係）

　略

様式第17号の２（第32条の２関係）

　略

様式第18号（第33条関係）

　略

様式第19号（第33条関係）

　略

様式第20号（第33条関係）

　略

様式第12号（第27条関係）

　略

様式第13号（第27条関係）

　略

様式第14号（第28条関係）

　略

様式第15号（第29条関係）

　略

様式第16号（第29条関係）

　略

様式第17号（第31条関係）

　略

様式第17号の２（第31条の２関係）

　略

様式第18号（第32条関係）

　略

様式第19号（第32条関係）

　略

様式第20号（第32条関係）

　略

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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